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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非導電層を有する試験物品（３）の検査方法であって、前記非導電層の一方の側に導電
層（１２１）が配置され、かつ、前記非導電層の他方の側にガス環境が配置されている方
法において、
　高電圧が、ガス環境内に配置された電極（１３；１１３）に印加され、かつ、前記ガス
環境内のガスが、前記高電圧を用いて電離され、
　前記ガス環境は適当な手段で真空引きされ、
　所与の圧力に維持される試験チャンバ（１；１０１）内に少なくとも１つの試験物品を
配置し、
　前記試験チャンバ内に対向電極（５；１０５）を存在させ、
　試験電流回路内で電離ガスを通って流れる電流を測定し、前記電流は前記非導電層のガ
ス透過可能な損傷箇所のインジケータとして機能し、および、前記試験電流回路が、対向
電極（５；１０５）と、導電層（１２１）と、表示装置（８）と、電圧源（９）とを含ん
でおり、
　ガス環境内のガスは、前記非導電層の他方の側で、暗放電としての衝突電離および電気
ガス放電により電離され、
　前記試験電流回路での電流測定中に、ガス環境内での暗放電を維持し、
　前記試験電流回路の電圧源（９）は、非導電層の領域内において、ガス透過可能な損傷
箇所が存在しない非導電層の絶縁破壊電界強度より低い電界強度を発生させ、
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　前記試験チャンバおよび前記試験物品を、ガスを電離させる高電圧フィールドの外側に
配置する、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　導電層と少なくとも１つの非導電層とを備えた多層複合材を含む試験物品（３）を検査
することを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　開口を備える容器として存在し、かつ、多層複合材で作られる試験物品（３）を検査す
ることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
　非導電フィルムまたは板を含み、かつ、前記フィルムまたは前記板の一方の側に導電層
（１２１）が対向して配置されている試験物品（３）を検査することを特徴とする請求項
１記載の方法。
【請求項５】
　電離ガスの圧力は、０．５ｈＰａ～５０ｈＰａ（０．５ミリバール～５０ミリバール）
であることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項６】
　電極（１３；１１３）により供給される高電圧電気エネルギーによりガス放電を行なう
ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項７】
　０．５ｋＶ～１０ｋＶの直流電圧でガス放電を行なうことを特徴とする請求項１記載の
方法。
【請求項８】
　０．５ｋＶ～１０ｋＶの交流電圧でガス放電を行なうことを特徴とする請求項１記載の
方法。
【請求項９】
　１０Ｈｚ～３０ｋＨｚの周波数の交流電圧でガス放電を行なうことを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項１０】
　高周波交流電圧でガス放電を行なうことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　３０ｋＨｚ～１ＧＨｚの交流電圧でガス放電を行なうことを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項１２】
　ガス透過可能な損傷箇所が非導電層に存在するときは、５０Ｖ～５０００Ｖの電圧を印
加することにより、試験チャンバ内の電離ガス中に電流を発生させ、前記５０Ｖ～５００
０Ｖの電圧は、非導電層の領域内に、ガス透過可能な損傷箇所の存在しない非導電層の絶
縁破壊電界強度より小さい電界強度を発生させることを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項１３】
　試験チャンバ（１；１０１）内で直流電圧および衝突電離によりガスを電離させ、導電
層（１２１）と、試験チャンバ内に配置された対向電極（５；１０５）との間に交流電圧
を印加することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　試験チャンバ（１）から電気的にスクリーニングされており、かつ、少なくとも１つの
チャネル（１１）を介して試験チャンバに連結されたガス放電チャンバ（１０）内での高
電圧および衝突電離によってガスを電離させることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　試験チャンバ（１）から電気的にスクリーニングされており、かつ、ワイヤグリッドの
開口を介して試験チャンバに連結されたガス放電チャンバ（１０）内での高電圧および衝
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突電離によってガスを電離させることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　対向電極（１０５）と導電層（１２１）との間の領域内の電界強度が、ガス透過可能な
損傷箇所が存在しない非導電層の絶縁破壊電界強度より低くなり、かつ、絶縁破壊により
、非導電層のガス透過可能な損傷箇所に認識可能な変化が生じ、これにより、ガス透過可
能な損傷箇所の位置が光学的にマークされる値に、ガス圧力および試験電流回路の電圧を
設定することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　サンプルキャリヤ（４）として構成され、かつ、非導電性材料からなるカバーによって
、容器として形成された試験チャンバ（１）内の試験物品（３）を覆うことを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　容器のシームにおいて、内側の導電層、および、外側の各非導電層を備えた３つの層を
穿刺することによって、３層の複合材のうちの導電層への電気的接続を行なうことを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　非導電層を有する少なくとも１つの試験物品（３）の検査装置であって、前記非導電層
の一方の側に導電層（１２１）が配置され、かつ、前記非導電層の他方の側にガス環境が
配置されている装置において、
　暗放電によってガス環境内でガスを電離させる手段を備え、前記ガスを電離させる手段
は、高電圧源と、前記ガス環境内に配置された高電圧電極（１３；１１３）とを含んでお
り、
　さらに、前記ガス環境を真空引きする手段（１４～１７）と、
　少なくとも１つの試験物品（３）を含む試験チャンバ（１；１０１）と、
　前記試験チャンバ内に配置された対向電極（５；１０５）と、
　電圧源（９）と、表示装置（８）と、導電層と、対向電極（５；１０５）とを含む試験
電流回路とを備え、
　少なくとも１つの試験物品を含む前記試験チャンバ（１；１０１）が、高電圧により生
成される電界の外側に配置され、
　前記試験チャンバが、電離ガスを含むガス環境に連結される、
ことを特徴とする装置。
【請求項２０】
　ガス放電チャンバ（１０）が、ガス放電を発生させる電極を収容し、かつ、少なくとも
１つのチャネル（１１）を介して前記試験チャンバに連結されており、
　前記ガス放電チャンバ（１０）は電気的スクリーン（１２）を備える、
ことを特徴とする請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記高電圧電極（１１３）は、前記試験チャンバのハウジングの底部に取り付けられる
ことを特徴とする請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　さらに、圧力補償容器（１８）を有することを特徴とする請求項１９に記載の装置。
【請求項２３】
　前記ガス放電チャンバと前記試験チャンバとの間において、前記チャネル（１１）に設
けられた遮断弁を有することを特徴とする請求項２０に記載の装置。
【請求項２４】
　さらに、容器のサンプルキャリヤの形態として構成され、かつ、非導電性材料からなる
カバー（４）を有することを特徴とする請求項２０に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
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本発明は、多層複合材、例えば金属／プラスチック複合フィルムおよび該多層複合材から
作られた容器の試験方法に関する。また本発明は、上記方法の実施に適した装置に関する
。
本発明の目的は、非導電性を有する層の損傷を受けた箇所を高感度で識別できる方法であ
って、大量生産工程に特に適した方法を具現することにある。
【０００２】
（背景技術）
「損傷箇所（damaged point）」という表現は、導電性をもたない層の領域を示し、その
サイズは、顕微鏡で見える程度か、それよりやや大きい範囲内にある。損傷箇所は、この
ような損傷箇所をもたない層の物質の拡散定数より大きい物質の分子透過性を有する。
例えば、流体または固体の形態をなす食料品または薬剤等のパッケージされた製品を、例
えば、空気の内部拡散、空気中の水分、光に対して保護し、またはパッケージから揮発性
内容物が損失することから保護するためのパッケージとして、金属／プラスチック複合材
、または導電性プラスチックおよび非導電性プラスチックからなる複合材、または内面が
非導電性プラスチックで被覆された形状安定容器が使用されている。
【０００３】
この形式の複合材として、両面が１つ以上のプラスチックフィルムで被覆された薄い金属
箔、一般にはアルミニウム箔がある。一般に、アルミニウム箔の一方の面には、このよう
な複合材から作られる気密シール形容器、例えばパッケージング袋を作ることができるシ
ール可能な層が設けられる。
純粋なプラスチックフィルムは、ガスおよび蒸気に対する浸透性を有している。しかしな
がら、金属およびプラスチックからなる複合フィルムは、実際に耐拡散性を有する。この
ような複合フィルムから作られる容器の場合には、拡散は、一般に、シームの品質により
決定される。
【０００４】
複合フィルムに充分な可撓性をもたせるため、個々のフィルム、特にパッケージされる製
品に対面する内側プラスチックフィルムは非常に薄く維持される。対応する容器に加工す
るとき、これらの薄い内側フィルムは損傷を受け易く、かつ内側フィルムのガス透過可能
な損傷箇所で、内側フィルムの下にある金属箔とパッケージされた製品との間に接触が生
じる。敏感な製品の場合には、この金属接触が、パッケージされた製品に悪影響を及ぼす
。また、パッケージされた製品が腐食により金属箔を破壊し、その後に複合フィルムが拡
散に対する保証を失うことがある。
【０００５】
複合材が損傷を受けているか否かについてと、このような複合材から作られた容器のシー
ルの一体性が危険に曝されているか否かについてとを試験する複数の方法が知られている
。広く使用されている１つの方法の場合には、充填／密封容器は、減圧されたチャンバ内
に置かれる。このチャンバには敏感なマノメータが設けられており、チャンバは弁を介し
て真空ポンプに連結されている。減圧されたチャンバが特定圧力に真空引きされ、弁が閉
じられているときに、容器のシールが破壊し、内容物の一部が容器から出て、真空中でそ
の蒸気圧まで気化すると、マノメータの表示する圧力は上昇する。マノメータに表示され
る圧力は、故障したシールのインジケータとして使用できる。
ドイツ国特許第ＤＥ－１９６ ５１ ２０８号には、真空内でのガス放電の輝度が充填容器
からの漏洩量を示すインジケータとして使用される試験方法が開示されている。
【０００６】
他の非常に敏感な方法の場合には、容器内にヘリウムが充填される。閉鎖された容器を出
るヘリウムは、質量分析計により検出される。
他の方法では、金属表面上のプラスチック被覆に微孔が存在しないことが試験される。こ
の場合には、金属表面は電圧源のターミナルに接続される。可撓性電極（該電極は、例え
ば導電性エラストマで形成できる）が、測定装置を介して電圧源の他のターミナルに接続
される。試験すべき被覆面は、可撓性電極により走査される。可撓性電極と導電性基板と
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の間の被覆に損傷箇所があると、ガス透過可能な損傷箇所のインジケータとして機能する
回路に電流が流れる。
【０００７】
他の方法によれば、試験すべき金属表面上を被覆するプラスチックは、電極を浸漬する電
解液で濡らされる。他の電極は金属表面により形成される。両電極は、測定装置および電
圧源を収容する電気回路に配置される。電解液で濡らされた被覆領域に損傷箇所があると
、電圧源が設けられた回路に電流が流れ、この電流は損傷箇所のインジケータとして機能
する。プラスチックと金属との複合フィルムの場合には、電極として金属箔が使用される
。
【０００８】
導電性の内層を備えた形状安定容器も同様な態様で試験される。この場合には、容器には
電解液が充填され、電解液中に電極が浸漬される。
電極による表面の走査は、平坦面または僅かに湾曲したアクセス可能な表面についてのみ
可能である。小さい容器はこの方法では試験できない。
電解液を使用する場合には、小さい容器も試験できる。しかしながら、問題なく試験でき
る容器は入念に洗浄されかつ乾燥されなくてはならず、大量の容器の試験は非常に困難で
ある。医薬品用の小型で殺菌された使い捨て容器の場合には、走査方法および電解液方法
は実用的でない。
【０００９】
（発明の開示）
従って、本発明の目的は、非導電層の一方の側で導電層が対向して配置されかつ非導電層
の他方の側でガス環境が対向して配置された構成の非導電層を有する試験物品のガス透過
可能な損傷箇所を検出する方法を具現することである。試験物品は、個々の非導電層、ま
たは、多層複合材、または、これらから作られた容器として形成できる。
【００１０】
本発明の方法では、非導電層の損傷を受けていない性質および非導電層または多層複合材
から作られた容器の安定性が試験され、このことは、多層複合材の非導電層の１つのみが
損傷を受けた場合にも行なわれる。本発明の方法は、小型容器および大量生産容器にも適
用でき、所望ならば自動的に行なうこともできる。
【００１１】
本発明によれば、上記目的は、特許請求の範囲の請求項１に記載の特徴を有する方法によ
り解決される。所与の圧力に真空引きされ、かつ、該圧力に維持される試験チャンバ内に
少なくとも１つの試験物品が配置される。ガス環境内のガスは、非導電層の他方の側での
電気ガス放電、好ましくは、暗放電中の衝突電離により電離される。非導電層の他方の側
にある導電層と、試験チャンバ内に配置された対向電極との間に電圧を印加し、この電圧
により、非導電層の領域内に、ガス透過可能な損傷箇所の存在しない非導電層の絶縁耐力
より小さい電界強度を発生させる。非導電層にガス透過可能な損傷箇所が存在する場合に
は、導電層と試験チャンバ内に配置された対向電極との間で電離ガスを通って流れる電流
を測定する。この電流測定中、電気ガス放電が維持される。
【００１２】
暗放電中の衝突電離によるガス放電は、一方では、試験チャンバから電気的にスクリーニ
ングされ、かつ、少なくとも１つのチャネルまたはワイヤグリッドを介して試験チャンバ
に連結されたガス放電チャンバ内で行なわれる。電離ガスの一部はガス放電チャンバから
、チャネルまたはワイヤグリッドを介して試験チャンバ内に搬送される。この構成によれ
ば、試験チャンバ内には、ガス放電チャンバ内の高圧電界から生じる弱電界のみが存在す
るに過ぎず、試験電流回路に殆ど影響を与えない。一方で、ガス放電は、試験チャンバ自
体の中で行なうことができる。
【００１３】
両方の場合において、電離ガスは、ガス環境に隣接する非導電層の面のみと接触する。一
方の面に被覆された金属箔を備えた２層複合材の場合には、電離ガスは、非導電層が設け
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られた２層複合材の面のみと接触する。
試験チャンバ内のガスは、ＤＣ電圧での電気ガス放電により電離させ、導電層と試験チャ
ンバ内に配置された対向電極との間にはＡＣ電圧を印加するのが好ましい。
【００１４】
また、試験電流回路の電圧およびガス環境内のガス圧力を、対向電極と導電層との間の領
域内の電界強度が、ガス透過可能な損傷箇所が存在しない非導電層の電界強度より低くな
り、かつ絶縁破壊により、非導電層のガス透過可能な損傷箇所に認識可能な変化が生じ、
これによりガス透過可能な損傷箇所の位置が光学的にマークされる値に設定することが好
ましい。この場合には、導電層を意図した用途に使用することはできない。しかしながら
、損傷箇所の光学的マーキングは、損傷箇所の空間的位置および損傷箇所が存在する理由
に関する更なる調査を簡単化できる。
【００１５】
試験チャンバ内の電離ガスには、導電層と試験チャンバ内に配置された対向電極との間に
電圧を印加することにより電流が発生され、この場合には、これらの間に配置された非導
電層にガス透過可能な損傷箇所が存在するといえる。この場合には、電離ガスが、ガス透
過可能な損傷箇所のところで導電層と接触しており、試験電流回路の電流は、ガス透過可
能な損傷箇所をもたない非導電層の電流より大きい。
ガス放電は、適当な態様、例えば電極により、または静電的に、または誘導的に供給され
る高電圧電気エネルギーで行なわれる。電極により給電するのが好ましい。ガス放電は、
０．５～１０ｋＶのＤＣ電圧およびＡＣ電圧により行なうことができる。ＡＣ電圧の周波
数は、低周波数範囲内にあり、好ましくは１０Ｈｚ～３０ｋＨｚ、特に好ましくは４０～
７０Ｈｚである。また、ＡＣ電圧の周波数は、３０ｋＨｚ～１ＧＨｚの高周波数範囲、好
ましくは３０～１００ｋＨｚ、特に好ましくは３０～４０ｋＨｚの範囲内に定めることが
できる。
【００１６】
試験チャンバ内の電離ガス中の電流は、５０～５０００Ｖ、好ましくは５００～１５００
Ｖの範囲のＤＣ電圧またはＡＣ電圧を印加することにより発生させることができる。非導
電層の領域内のこの電圧により発生される電界強度は、ガス透過可能な損傷箇所をもたな
い非導電層の絶縁耐力より小さい。
ガス環境（ガス環境は、ガス放電チャンバおよび試験チャンバの両者または試験チャンバ
単独で構成できる）内の圧力は、０．５～５０ｈＰａ（０．５～５０ミリバール）、好ま
しくは１～４ｈＰａ（１～４ミリバール）である。ガス環境には、窒素、貴ガスまたは好
ましくは空気を充填できる。
【００１７】
試験物品は多層複合材で構成でき、かつ導電層および少なくとも１つの非導電層で構成で
きる。複合材は、複合長さ部材または複合材セクションとして形成することもできる。ま
た、殆ど全ての厚さのフィルムまたは板の形態をなす単一の非導電層が導電層に対向する
一方の側にあり、他方の側に対向するガス環境が試験片として適している。この場合、導
電層は、金属で作られた板またはポット状の蓋で構成し、これにより試験チャンバを気密
態様でシールすることができる。金属板は、一方の側の非導電層に接触でき、または、好
ましくは、金属板は、非導電層の一方の側から小さい距離に配置できる。
【００１８】
また、試験物品は、多層複合材または単一非導電層から作られかつ開口を備えている容器
でもよい。このような容器は、例えば、比較的厚く従って剛性のある多層複合材または剛
性プラスチックで形成され、ほぼ形状が安定している。或いは、これらの容器は、比較的
薄い多層複合材または比較的薄いプラスチックフィルムで形成され、押し潰すことができ
る。また、非導電性の内側被覆を備えた形状安定性を有する小型金属容器も適している。
このような容器は、敏感な医薬品のパッケージングに使用されている。
【００１９】
試験チャンバの形状は試験物品の形状に適合できる。試験物品が、例えばシーム並びにフ
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ランジおよび該フランジを貫通する開口を備えた容器の形状をなす場合には、フランジの
領域において、非導電性材料で作られた適合する開口が設けられたサンプルホルダ内にぴ
ったりと配置される。サンプルキャリヤは試験チャンバのカバーとして機能し、この中に
置かれる容器より極く僅かに大きいことが好ましい。サンプルキャリヤは容器を有しかつ
電離ガスを容器の外面から遮断し、従って任意に設けられた導電層から遮断した状態に維
持する。対向電極は容器の開口から容器内に押し込まれ、一般に容器および容器フランジ
の開口の内壁には接触しない。多層複合材の導電層への給電は、サンプルキャリヤを介し
たガス気密態様で案内され、かつ導電層を備えた容器の外面領域に電離ガスが存在しない
環境内で接続される。２層複合材を有し、かつ、金属箔の内面が非導電層としてのプラス
チックフィルムで被覆されている容器の場合には、電気は、シームの領域またはフランジ
の領域における金属箔の外面に供給される。非導電層としてのプラスチックフィルムの両
面に金属箔が被覆された３層複合材を有する容器の場合には、プラスチックフィルムおよ
び金属層の両者が、例えば、シーム領域において穿刺針態様で給電され、この場合には金
属層への電気的接触が行なわれる。
【００２０】
試験物品が押し潰し可能な箔袋である場合には、サンプルキャリヤと箔袋の外面との間の
自由空間を箔袋の内部と同じガス圧力に維持して、箔袋が試験中に押し潰されない形状を
呈するようにする。
任意であるが、試験チャンバ内には、幾つかの容器を互いに隣接させて配置することがで
きる。試験チャンバ内の電離ガス中に発生された試験電流は、試験チャンバ内に配置され
る各容器について別々に測定されるか、並列回路の場合には、全ての容器を一緒に測定で
きる。
【００２１】
試験物品が多層複合材セクションを備えた形態をなしている場合には、複合材セクション
を、非導電性材料からなりかつ複合材セクションの寸法に適合する寸法を有する、例えば
、ディスク状サンプルキャリヤの一方の側に配置する。ディスク状サンプルキャリヤ、従
って該キャリヤ上に置かれた複合材セクションは適合する相手の部片に対してぴったりと
置かれる。相手の部片には開口が設けられ、該開口のサイズは複合材セクションのサイズ
に適合している。電離ガスは、ディスク状サンプルキャリヤに対面する多層複合材の面か
ら遮断された状態に維持される。対向電極は、相手部片の開口に隣接して電離ガスに対面
する多レベル複合材の面上に配置される。すなわち、対向電極が多層複合材に接触するこ
とはない。電源は、容器の試験と同様な態様で、多層複合材の外方からアクセスできる縁
部領域の多層複合材セクションの導電層に接続できる。
【００２２】
試験部片が複合長さ部材（composite length）として形成されている場合には、複合長さ
部材は、相手部片の開口を通して段階的態様で移動できる。複合長さ部材は、圧力板によ
り、互いに一領域ずつ相手部片に対してぴったり押付けられ、一領域ずつ試験される。対
向電極は電離ガスに対面する複合長さ部材の面上に配置される。多層複合材の導電層への
給電は、複合長さ部材の縁部または一端で行なわれる。この場合には、試験チャンバ内の
電離ガス中に生じる電流が、例えば各場合に、多層複合材の一領域について測定される。
この態様で、電離ガスに露出された非導電層の領域において、ガス透過可能な損傷箇所が
検出される。
【００２３】
本発明による方法は、例えば次のようにして実施される。試験物品が試験チャンバ内に置
かれる。試験チャンバは所与のガス圧力に真空引きされ、この圧力に維持される。試験チ
ャンバから電気的にスクリーニングされているガス放電手段によりガスが電離される。ガ
ス放電は、試験チャンバから空間的に分離されたガス放電チャンバ内で行われる。ガス放
電チャンバは細いチャネルを介して試験チャンバに連結されるか、ガス放電チャンバと試
験チャンバとの間に導電性ワイヤネットを配置することもできる。両方の場合において、
放電が維持されている限り、電離ガスは試験チャンバ内にも存在する。多層複合材の導電
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層および対向電極には試験電圧が印加される。対向電極は、電離ガスが充填された試験チ
ャンバ内（好ましくは試験物品の近傍）に配置され、容器の形態をなす試験物品内に貫入
される。電離ガスを通って試験チャンバ内に流れる電流が測定される。この電流の大きさ
は、電離ガスに曝されている非導電層に損傷がないことのインジケータである。非導電層
がガス透過可能な損傷箇所（ここで、多層複合材の導電層が電離ガスに接触する）を有す
る場合には、試験電流は、プラスチック層がガス透過可能な損傷箇所を全く含んでいない
場合よりも大きくなる。
試験電流回路内のガス圧力および電圧は、非導電層のガス透過可能な損傷箇所で絶縁破壊
が生じる値に設定される。これによって、破壊箇所は、ガス透過可能な損傷箇所の位置を
容易に特定できるように、例えば黒くして目に見えるようにするか、測定できるように変
更できる。
【００２４】
本発明による試験方法は接触することなく作動する。多層複合材の導電層は、実際には、
適当な位置（例えば、容器の場合には複合材の縁部、好ましくは、シーム）で、電源に接
続される。しかしながら、試験すべき非導電層は、物体（例えば対向電極）または流体（
例えば電解液）のいずれにも接触しない。従って、非導電層が物体により損傷を受けるこ
とはない。非導電層上に、残留流体が留まることもない。
【００２５】
本発明の方法は、電離ガス、従って、導電性ガス（電解液の代わり）を用いて作動する。
ガスは、試験チャンバから電気的にスクリーニングされているガス放電により発生できる
。試験物品はガス放電チャンバの外部に配置され、ガス放電チャンバ内の高電圧電界には
露出されない。試験チャンバは、チャネルのみを介して、電気的にスクリーニングされた
ガス放電チャンバに連結されている。または、ガス放電チャンバの電気的スクリーニング
は、試験チャンバに対する閾値で、導電性ワイヤグリッドまたはワイヤメッシュを有して
いる。これらの両方の構成で、ガス放電チャンバ内で電離されるガスは試験チャンバに流
入し、かつガス放電がガス放電チャンバ内で維持される限り、対向電極と導電性を試験す
べき非導電層との間に空間を維持する。試験電流は、ガス放電チャンバ内でのスクリーニ
ングされた高電圧電界による影響を受けない。
【００２６】
試験物品がガス放電チャンバの高電圧電界内にある場合には、試験電流回路の電流の測定
が影響を受け、試験電流回路の構成部品が危険に曝されることがある。また、例えば、非
常に薄い非導電層が貫通されかつ損傷を受ける。試験物品を、電気的にスクリーニングさ
れるガス放電チャンバの外部に配置することにより、このような困難性が回避される。
試験チャンバ内のガスはまた、放射線照射からの電離放射によって電離される。この方法
は、広範囲の安全措置を必要とするため実用性が低い。
【００２７】
本発明による方法を実施するには、導電層が非導電層の一方の側に配置され、かつガス環
境が非導電層の他方の側に配置された構成の装置が適している。また、ガス環境を真空引
きする手段が設けられている。ガス放電を生じさせる電極は、ガス環境内に配置される。
ガス環境内には対向電極が設けられており、該対向電極は、電圧源および測定装置を備え
た試験電流回路を形成している。
【００２８】
本発明による装置の第一実施形態の場合には、ガス環境の一部を形成するガス放電チャン
バが設けられている。ガス放電チャンバは、ガス放電を発生させる電極を収容することが
好ましい。ガス放電チャンバは、試験チャンバから電気的にスクリーニングされている。
ガス放電チャンバは試験チャンバに連結されており、該試験チャンバは、少なくとも１つ
のチャネルを介してガス環境の他の一部を形成している。また、ガス放電チャンバに取付
けられる手段が設けられ、該手段は、ガス放電チャンバおよび試験チャンバを有するガス
環境を真空引きしかつ該ガス環境内に所与のガス圧力を設定する。試験電流回路は電圧源
と、表示装置と、試験チャンバ内に配置される対向電極と、任意であるが保護抵抗とを有
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している。試験電流回路は、非導電層がガス透過可能な損傷箇所を有している場合に、導
電層と試験チャンバ内に配置された対向電極との間で電離ガスを通って流れる電流を測定
する機能を有している。
【００２９】
本発明の装置の他の実施形態では、ガス環境は試験チャンバを有し、該試験チャンバには
、試験チャンバを真空引きしかつ該試験チャンバ内を所与の圧力に設定する手段が取付け
られる。試験チャンバ内には、電気によりガス放電を発生させる電極が配置されている。
また、試験チャンバ内には対向電極が配置されており、該対向電極は、電圧源と、表示装
置と、任意であるが保護抵抗とを有する試験電流回路を形成している。該試験電流回路は
、非導電層にガス透過可能な損傷箇所が存在する場合に、試験チャンバ内の電離ガスを通
って流れる電流を測定する。
試験電流回路の表示装置は、所与の電流閾値を超えると、信号を省略するか、トリガ効果
を発揮させるスイッチ装置として構成できる。
【００３０】
ガス環境を真空引きする手段とは別に、圧力補償容器を設けることができる。該容器の体
積はガス環境の体積に比べて大きく、該容器を介して、試験物品交換後のガス環境の迅速
真空引きが達成されかつ試験チャンバが開かれる。また、ガス放電チャンバと試験チャン
バとを連結するチャネルには、遮断弁（例えば気密ソレノイド弁）が設けられて、該遮断
弁は、試験チャンバが開かれる前に試験物品が交換されるときに閉じられ、試験チャンバ
を閉じた後に開かれる。
【００３１】
容器に似た形状をもつ試験物品を覆うための、非導電性材料で作られたサンプルキャリヤ
が設けられている。
試験物品が押し潰し可能容器であって、該容器が押し潰されない状態で試験すべき場合に
は、容器の外部でかつ容器のカバー内にある自由空間も、ガス環境内の所与の圧力に真空
引きすべきである。このため、この自由空間は配管を介して真空引き装置に連結される。
いかなる電離ガスもこの配管を通ってガス環境から進入しないようにするため、配管には
弁を設けることができる。この弁は、各場合において、真空引き過程の終時に閉じられか
つ次の真空引きの始動時に試験物品が交換された後に再び開かれる。短い測定サイクルの
場合には、容器の外部と容器カバーの内部との間の自由空間に長い真空引き配管を設ける
だけで充分であり、これにより、いかなる電離ガスもこの配管路を介して容器外部の空間
内に進入しなくなる。
【００３２】
ガス放電チャンバおよび試験チャンバの体積はできる限り小さく維持するのが好ましい。
また、ガス放電チャンバと試験チャンバとを合計した体積よりも大きい体積を有する均圧
化容器を設けることが更に好ましい。この態様では、試験物品の交換後に、試験チャンバ
内に特定圧力を迅速に設定でき、数秒間の短いサイクル時間を達成できる。
絶縁破壊に対して敏感な薄い非導電層の場合には、ガス環境内に１ｈＰａ（１ミリバール
）以下の圧力を選択し、試験電流回路に５００Ｖ以下の電圧選択するのが好ましい。
【００３３】
絶縁破壊に対して敏感性が小さい厚い非導電層の場合には、比較的高い試験電圧を選択で
きる。
ガス環境内のガスを電離させるのに、高いＤＣ電圧と高周波数のＡＣ電圧との組合せを使
用できる。本発明の方法および装置は、次のような長所を有している。すなわち、
例えばフィルムまたは板のような非導電性材料の単一層にあるガス透過可能な損傷箇所は
、これらのガス透過可能な損傷箇所が流体密封性を有する場合でも検出できる。
【００３４】
多層複合材のうちの非導電性材料の層のみに存在し、導電性材料の層には存在しないガス
透過可能な損傷箇所を検出できる。
容器フランジのシームまたは連結箇所は、これらのガス透過可能な損傷箇所が流体密封性



(10) JP 4167900 B2 2008.10.22

10

20

30

40

50

を有する場合でも検出できる。
本発明の方法は、容器、または多層複合材、または単一の非導電層の１００％検査が可能
である。
多層複合材から作られた容器および複合材のセクションまたは長さ部材の形態をなす多層
複合材自体のガス透過可能な損傷箇所を試験できる。容器は、押し潰し可能なものまたは
形状安定性のあるもののいずれでもよい。
【００３５】
本発明の方法は、添加剤（例えば電解液）を用いることなくおよび試験すべき非導電層を
電極に接触させることなく実施できる。
本発明の方法は、電解液の補助による検査よりも高感度の検査ができる。
本発明の方法は、ガス環境内に入れられる空気または他のガスを用いて実施できる。
本発明の方法は、平坦なまたは僅かに湾曲した試験物品および実質的に任意の形状の開口
および実際に小さい体積をもつ容器に適用できる。
試験物品は、試験後に洗浄または乾燥させる必要がない。
殺菌された試験物品は、試験後に再び殺菌する必要がない。
検査の短いサイクル時間を達成できる。
【００３６】
本発明の装置は、完全な自動作業を行なうように構成できる。
本発明の装置は、多層複合材の容器の製造ライン、または各容器の充填ステーションの上
流側に配置できる。
ガス透過可能な損傷箇所の発生が少ない場合に、複数の容器を試験チャンバ内に配置しか
つ同時に検査するならば、容器の１００％検査が加速される。
ガス透過可能な損傷箇所をもつ容器および複合材セクションは、自動的に拒絶される。
非導電層の損傷箇所は、例えば絶縁破壊の結果として黒くなることにより視認できるよう
になる。
【００３７】
本発明の方法では、試験すべき非導電層の非常に小さいガス透過可能な損傷箇所も検出で
きる。これらの損傷箇所は、例えば、対向電極と多層複合材の導電層との間に導電性媒体
としての電解液を使用する他の方法では検出することはできない。
本発明の方法は、電解液を使用する方法に比べて信頼性が高くかつ高感度でもある。電解
液を使用する方法は、例えば気泡により妨げられる。気泡はシーム領域にシームを備えた
容器の内面に付着しかつ電解液とこれらの箇所でのシームとの間の接触を防止する。気泡
が付着するシーム領域でのガス透過可能な損傷箇所の検出は不可能である。
【００３８】
（発明を実施するための最良の形態）
以下、添付図面を参照して、本発明による方法および装置を詳細に説明する。
図１には試験チャンバ（１）が示されており、該試験チャンバ（１）は、例えばガラス、
セラミックまたはプラスチック等の非導電性材料からなる側壁およびカバーにより包囲さ
れており、かつ容器形試験物品（３）を受入れるための保持装置（２）を収容している。
試験物品（３）は、絶縁カバーとしてのサンプルキャリヤにより包囲されている。弾性ブ
ラケットの形状をなす保持装置（２）は、絶縁材料からなるサンプルキャリヤを把持する
。容器形試験物品のフランジまで延びている絶縁カバーにより、容器形試験物品のシーム
での横断面縁部（該縁部上に多層複合材の金属層が開口している）が、電離ガスにより空
間に関してスクリーニングされる。多層複合材への電気的接続は絶縁する必要がない。
【００３９】
金属断面縁部が開口していない試験物品の場合には、試験物品の電気絶縁カバーは省略で
きるが、この場合には、金属層複合材への電気的接続が、電離ガスに関して覆われなくて
はならない。試験電流回路の対向電極（５）が、容器形試験物品（３）の口を通して該容
器（３）内に突出している。対向電極（５）はハウジングフランジ（６）内に固定されて
いる。サンプルキャリヤ（４）は、矢印Ａで示すように軸線方向に移動できる。これによ



(11) JP 4167900 B2 2008.10.22

10

20

30

40

50

り、試験ピースをサンプルチャンバ内で容易に変位させかつ容易に交換することができる
。試験チャンバ（１）の壁には、試験物品（３）の導電層を試験電流回路に接続する電線
を通す電気導管（７）が配置されている。試験電流回路は、保護抵抗を備えた表示装置（
８）と、試験電圧源（９）とを有している。
【００４０】
ガス放電チャンバ（１０）が試験チャンバ（１）に取付けられており、該ガス放電チャン
バ（１０）は、ハウジングフランジ（６）のチャネル（１１）を介して試験チャンバに連
結されている。チャネル（１１）は、例えば、２ｍｍの直径を有している。チャネル（１
１）の横断面のサイズは、ガス放電チャンバ（１０）の体積に基いて定められる。金属ハ
ウジングフランジ（６）には、ガス放電チャンバ（１０）の電気スクリーニングを行なう
ための金属ハウジング（１２）が配置されている。ガス放電チャンバ（１０）内には、高
電圧発生機（図示せず）に連結された高電圧電極（１３）が突出している。
【００４１】
また、この装置は、真空ポンプ（１４）と、該ポンプの遮断弁（１５）と、換気弁（１６
）と、配給弁（dosing valve）（１７）と、均圧化容器（１８）と、ガス放電チャンバ（
１０）および試験チャンバ（１）用の遮断弁（１９）とを有している。
遮断弁（１５）を開きかつ弁（１６、１７、１９）を閉じた後、ポンプ（１４）は、閉じ
られた遮断弁（１９）までの均圧化容器（１８）および配管の真空引きを開始する。特定
圧力の設定は、圧力調整器または所定分量で空気を導入する配合弁（１７）により行なう
ことができる。サンプルチャンバ内に試験物品を配置し、試験物品の多層複合材の導電層
を取付け、かつサンプルチャンバを密封シールした後、遮断弁（１９）を開いた後、極く
短時間経過後に、ガス放電チャンバおよび試験チャンバ内に特定圧力を設定する。次に、
例えば２．５ｋＶの高電圧が高電圧電極（１３）に印加され、かつガス放電チャンバ内の
ガスが電離される。電離されたガスは、チャネル（１１）を通って、試験チャンバ（１）
および容器形試験物品（３）内に流入する。
【００４２】
ガス放電チャンバでのガス放電を維持しつつ、試験電流回路内で電離ガスを通って流れる
試験電流が、表示装置（８）で読取られる。試験電流が特定閾値より低い値にある場合に
は、試験物品は、内部の非導電層内のガス透過性損傷箇所に関して問題がないと考えられ
る。試験電流が特定閾値を超える場合には、試験物品は欠陥品として拒絶される。
次に弁（１９）が閉じられかつ高電圧が遮断されて、別の試験物品がサンプルチャンバ内
に配置されかつ試験電流回路に接続される。弁（１９）が再び開かれ、別の試験物品につ
いて試験サイクルが反復される。
【００４３】
図２は、上記方法と同様な態様で本発明の方法を実施するのに適した装置の他の実施形態
を示すものである。この装置は、試験チャンバ（１０１）とは別体のガス放電チャンバを
もたないことである。試験チャンバの金属ハウジングベース（１０６）内には高電圧電極
（１１３）が配置されており、試験チャンバから電気的にスクリーニングされていない。
前記チャンバの壁は、例えばガラス、セラミックまたはプラスチック等の非導電性材料を
有している。試験チャンバ内には対向電極（１０５）が突出しており、該対向電極（１０
５）は棒状または板状に形成できる。対向電極は、電圧源（９）と、表示装置（８）と保
護抵抗とを備えた試験電流回路内に設けられている。試験物品（１０３）は単一の非導電
層からなり、試験チャンバ内に配置される。この層の一方の側には、ポット状金属蓋の形
態をなす導電層（１２１）が試験チャンバに対向して配置され、他方の側は電離されたガ
スを入れる試験チャンバの一部である。
【００４４】
空間（１２２）が非導電層（１０３）と試験チャンバの蓋（１２１）との間に存在し、こ
の空間（１２２）には、ガス放電により直接電離されないガスが充満される。任意である
が、非導電層（１０３）の種類によっては、空間（１２２）は、弁（１２３）を介して真
空引き装置に連結されかつ試験チャンバ（１０１）と同じ圧力に真空引きされる。
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【００４５】
空間（１２２）は、残りの部分を無視できるようになるまで、平ディスクの形状をなす試
験チャンバ蓋により減らされる。この場合には、任意であるが、空間（１２２）を真空引
きする必要はない。
ガス環境（１０１）および任意であるが空間（１２２）を真空引きする手段は、図１の実
施形態と同様に構成できる。
図２による装置では、非導電層（１０３）がガスを透過できる損傷箇所（該損傷箇所を通
って電離ガスが試験チャンバ（１０３）から空間（１２２）内に流入し、試験電流回路を
閉じる）を有している場合には、試験電流回路内に明白な電流が測定される。
【００４６】
表１は、複数の試験物品についての測定結果を示すものである。これらの結果は、本発明
の方法が、試験物品のガス透過可能な損傷箇所の検出に使用できるものであることを示し
ている。
表１には、本発明による方法から得られる測定結果と、電解液として５％食塩溶液（各容
器には該溶液が目一杯に充填されている）を用いて得られた測定結果とが含まれている。
この電解液試験では、これまで電離ガスを用いて試験されたのと同じ試験物品が使用され
た。電解液試験では、多層複合材の導電層と電解液中に浸漬された電極との間のオーム抵
抗値が測定された。
容器の損傷を受けていない内面層では、オーム抵抗は無限大になる。しかしながら、損傷
を受けていない層の場合でも、電離ガスでは小さい電流が測定される。
【００４７】
電解液を用いた試験では、試験物品１～４のみが欠陥品として評価される。本発明のより
高感度な試験では、試験物品１～４以外に、試験物品７、８、１０、１３および１４も欠
陥品として評価される。本発明の方法を用いて試験された試験物品５、６、９、１１、１
２および１５は、欠陥がないものと判断された。
これらの測定を行うのに使用された本発明の装置および観察された散乱電流についての考
察によれば、本発明の方法により試験電流回路で約０．４ｍＡより小さい電流が測定され
た場合には、試験物品は欠陥がないものと判断された。
【００４８】
【表１】
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【図面の簡単な説明】
【図１】　容器形試験物品を受入れる保持装置を収容する試験チャンバを示す図面である
。
【図２】　本発明の方法の実施に適した他の実施形態による装置を示す図面である。
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